
 

 
 

付 議 第 ４ 号 
 
 

指導を要する教職員の取り扱いに関する規則の一部を改正する規則議案 
 
 

 指導を要する教職員の取り扱いに関する規則（平成 20 年高知県教育委員会規

則第６号）の一部を別紙のとおり改正することについて、議決を求めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 高知県教育委員会事務委任等規則（平成 4年教育委員会規則第１号）   

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

   (３)規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。  





 

 

 

指導を要する教職員の取り扱いに関する規則の一部を改正する規則説明 

 

１ 改正の目的及び内容 

  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 29

号）の施行により令和２年４月１日から会計年度任用職員制度が導入される

ことに伴い、指導を要する教職員の取り扱いに関する規則の規定中にある「非

常勤職員」という文言を「会計年度任用職員」に変更する必要が生じたため、

同規則の一部を改正するものである。 
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